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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年11月6日(2008.11.6)

【公開番号】特開2007-124110(P2007-124110A)
【公開日】平成19年5月17日(2007.5.17)
【年通号数】公開・登録公報2007-018
【出願番号】特願2005-311222(P2005-311222)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   1/19     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/04     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   1/04    １０３Ｅ
   Ｈ０４Ｎ   1/12    　　　Ｚ
   Ｇ０６Ｔ   1/00    ４６０Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成20年9月19日(2008.9.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を搬送する原稿搬送手段と、
　搬送される前記原稿の原稿面に近接して画像を読み取るイメージセンサーと、
　前記イメージセンサーのシェーディング補正時に読みとる基準面と、
　を有する原稿読取装置において、
　シェーディング補正時における前記基準面と前記イメージセンサーとの距離が、
　原稿読取時における前記原稿と前記イメージセンサーとの距離と略同一になるように、
　前記基準面と前記イメージセンサーとの距離を規制する規制手段を有することを特徴と
する画像読取装置。
【請求項２】
　前記イメージセンサーは、等倍結像型イメージセンサーであることを特徴とする、請求
項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　シェーディング補正時に前記基準面を、搬送されている前記原稿の原稿面が前記イメー
ジセンサーで読み取られる読取位置に装着し、
　シェーディング補正を行わないときは、前記基準面を取り外すことを特徴とする請求項
１又は請求項２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　シェーディング補正時に前記基準面を、搬送されている前記原稿の原稿面が前記イメー
ジセンサーで読み取られる読取位置に移動させ、
　シェーディング補正を行わないときは、前記読取位置から退避させることを特徴とする
請求項１、又は請求項２に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　シェーディング補正時は、前記イメージセンサーが移動し、前記原稿の原稿搬送路の外
に設けられた前記基準面を読み取り、シューディング補正を行うことを特徴とする、請求
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項１、又は請求項２に記載の画像読取装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の画像読取装置は、原稿を搬送する原稿搬送
手段と、搬送される前記原稿の原稿面に近接して画像を読み取るイメージセンサーと、前
記イメージセンサーのシェーディング補正時に読みとる基準面と、を有する原稿読取装置
において、シェーディング補正時における前記基準面と前記イメージセンサーとの距離が
、原稿読取時における前記原稿と前記イメージセンサーとの距離と略同一になるように、
前記基準面と前記イメージセンサーとの距離を規制する規制手段を有することを特徴とし
ている。
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